
デ
ジ
タ
ル
庁

○

令
第
二
号

法

務

省

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並

び
に
第
二
項
並
び
に
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

法
務
大
臣

鈴
木

馨
祐

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

総

務

省

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
法

務

省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

経
済
産
業
省

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
利
用
者
の
真
偽
の
確
認
の
方
法
）

（
利
用
者
の
真
偽
の
確
認
の
方
法
）

第
五
条

法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

第
五
条

［
同
上
］

一

認
証
業
務
の
利
用
の
申
込
み
を
す
る
者
（
以
下
「
利
用
申
込
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
住
民
基
本
台
帳

一

［
同
上
］

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
住
民
票

記
載
事
項
証
明
書
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
（
現
住
所
の
記
載
が
あ
る
証
明
書
の
提
示
又
は
提
出
を
求

め
る
場
合
に
限
る
。
）
若
し
く
は
領
事
官
（
領
事
官
の
職
務
を
行
う
大
使
館
若
し
く
は
公
使
館
の
長
又
は
そ

の
事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。
）
の
在
留
証
明
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
告
示
で

定
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
以
上
の
も
の
に
よ
り
、
当
該

利
用
申
込
者
の
真
偽
の
確
認
を
行
う
方
法
。
た
だ
し
、
認
証
業
務
の
利
用
の
申
込
み
又
は
ハ
に
規
定
す
る
申

込
み
の
事
実
の
有
無
を
照
会
す
る
文
書
の
受
取
り
を
代
理
人
が
行
う
こ
と
を
認
め
た
認
証
業
務
を
実
施
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
代
理
人
に
対
し
、
そ
の
権
限
を
証
す
る
利
用
申
込
者
本
人
の
署
名
及
び
押
印
（
押

印
し
た
印
鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
が
添
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
が
あ
る
委
任
状
（
利
用
申
込

者
本
人
が
国
外
に
居
住
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
）
の
提
出
を
求
め
、
か
つ
、
次
に
掲

げ
る
方
法
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
以
上
の
も
の
に
よ
り
、
当
該
代
理
人
の
真
偽
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

イ

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る

イ

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る

旅
券
、
同
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍

旅
券
、
同
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍

を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に

を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
、
別
表
に
掲
げ
る
官
公
庁
が
発
行
し
た
免
許
証
、
許
可
証
若
し
く
は
資
格

規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
、
別
表
に
掲
げ
る
官
公
庁
が
発
行
し
た
免
許
証
、
許
可
証
若
し
く
は
資
格

証
明
書
等
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平

証
明
書
等
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人

成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
官
公
庁
（
独
立
行

番
号
カ
ー
ド
又
は
官
公
庁
（
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）

政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
、
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人

政
法
人
を
い
う
。
）
、
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八

法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
及

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
及
び
特
殊
法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接

び
特
殊
法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を

に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ

も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
一

て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け

項
第
八
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
が
そ
の
職
員
に
対
し
て
発
行
し
た
身

る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
が
そ
の
職
員
に
対
し
て
発
行
し
た
身
分
を
証
明
す
る
に
足
り
る
文
書
で

分
を
証
明
す
る
に
足
り
る
文
書
で
当
該
職
員
の
写
真
を
貼
り
付
け
た
も
の
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
以
上
の
提

当
該
職
員
の
写
真
を
貼
り
付
け
た
も
の
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
以
上
の
提
示
を
求
め
る
方
法

示
を
求
め
る
方
法

［
ロ
～
ニ

略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

二

利
用
申
込
者
が
現
に
有
し
て
い
る
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務

二

利
用
申
込
者
が
現
に
有
し
て
い
る
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
。
以
下
「
公
的
個
人
認
証
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書
に

一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書
に
係
る
電
子
署
名
に
よ
り
当
該
利
用
申
込
者
の
真
偽
の
確
認
を
行
う

係
る
電
子
署
名
に
よ
り
当
該
利
用
申
込
者
の
真
偽
の
確
認
を
行
う
方
法

方
法

三

利
用
申
込
者
が
現
に
有
し
て
い
る
番
号
利
用
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
に

［
新
設
］

よ
り
当
該
利
用
申
込
者
の
真
偽
の
確
認
を
行
う
方
法



［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
そ
の
他
の
業
務
の
方
法
）

（
そ
の
他
の
業
務
の
方
法
）

第
六
条

法
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
条

［
同
上
］

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

三
の
二

利
用
者
署
名
符
号
を
利
用
者
が
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
利
用
者
署
名
符
号
に
対
応
す
る
利

三
の
二

利
用
者
署
名
符
号
を
利
用
者
が
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
利
用
者
署
名
符
号
に
対
応
す
る
利

用
者
署
名
検
証
符
号
を
認
証
事
業
者
が
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
受
信
す
る
方
法
に
よ
る
と
き
は
、
次
に
掲

用
者
署
名
検
証
符
号
を
認
証
事
業
者
が
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
受
信
す
る
方
法
に
よ
る
と
き
は
、
あ
ら
か

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

じ
め
、
利
用
者
識
別
符
号
（
認
証
事
業
者
に
お
い
て
、
一
回
に
限
り
利
用
者
の
識
別
に
用
い
る
符
号
で
あ
っ

て
、
容
易
に
推
測
さ
れ
な
い
よ
う
に
作
成
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）
を
安
全
か
つ
確
実
に
当
該
利
用
者
に
渡

す
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
交
付
し
、
又
は
送
付
し
、
か
つ
、
当
該
利
用
者
の
識
別
に
用
い
る
ま
で
の

間
、
当
該
利
用
者
以
外
の
者
が
知
り
得
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

イ

当
該
利
用
者
か
ら
現
に
有
し
て
い
る
電
子
証
明
書
又
は
公
的
個
人
認
証
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

［
新
設
］

署
名
用
電
子
証
明
書
に
係
る
電
子
署
名
が
行
わ
れ
た
情
報
が
送
信
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
者

と
な
る
た
め
の
申
込
み
の
際
に
当
該
利
用
者
署
名
検
証
符
号
を
認
証
事
業
者
に
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て

送
信
す
る
と
き

当
該
電
子
署
名
に
よ
り
当
該
利
用
者
の
真
偽
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

ロ

イ
に
該
当
し
な
い
場
合

あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
識
別
符
号
（
認
証
事
業
者
に
お
い
て
、
一
回
に
限
り

［
新
設
］

利
用
者
の
識
別
に
用
い
る
符
号
で
あ
っ
て
、
容
易
に
推
測
さ
れ
な
い
よ
う
に
作
成
さ
れ
た
も
の
を
い

う
。
）
を
安
全
か
つ
確
実
に
当
該
利
用
者
に
渡
す
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
交
付
し
、
又
は
送
付
し
、

か
つ
、
当
該
利
用
者
の
識
別
に
用
い
る
ま
で
の
間
、
当
該
利
用
者
以
外
の
者
が
知
り
得
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
。

［
四
～
十
四

略
］

［
四
～
十
四

同
上
］

十
五

次
の
事
項
を
明
確
か
つ
適
切
に
定
め
、
か
つ
、
当
該
事
項
に
基
づ
い
て
業
務
を
適
切
に
実
施
す
る
こ

十
五

［
同
上
］

と
。

［
イ
～
ヘ

略
］

［
イ
～
ヘ

同
上
］

ト

危
機
管
理
（
認
定
認
証
業
務
に
係
る
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
等
の
影
響
に
つ
い
て
調
査
、
予
測

ト

危
機
管
理
に
関
す
る
事
項

及
び
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
含
む
。
）
に

関
す
る
事
項

［
十
六
・
十
七

略
］

［
十
六
・
十
七

同
上
］

（
調
査
の
方
法
）

（
調
査
の
方
法
）

第
七
条

法
第
六
条
第
二
項
の
調
査
は
、
職
員
二
人
以
上
が
申
請
者
の
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
（
以

第
七
条

法
第
六
条
第
二
項
の
調
査
は
、
職
員
二
人
以
上
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

下
「
申
請
事
業
場
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
目
視
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
調
査
の
一
部
に
つ
い
て
、
申
請
事
業
場
以
外
の
場
所
か
ら
、
情
報
通
信
技
術

［
新
設
］

を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
申
請
事
業
場
に
お
け
る
目
視
と
同
等
の
効
果
が
得
ら
れ
る
と
主
務
大
臣
が
認

め
る
場
合
に
は
、
当
該
調
査
の
一
部
に
つ
い
て
、
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
調
査
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

（
帳
簿
書
類
）

（
帳
簿
書
類
）

第
十
二
条

法
第
十
一
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
二
条

［
同
上
］

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

認
証
事
業
者
の
組
織
管
理
に
関
す
る
帳
簿
書
類
で
次
に
掲
げ
る
も
の

三

［
同
上
］



［
イ
～
ホ

略
］

［
イ
～
ホ

同
上
］

へ

第
六
条
第
十
五
号
ト
の
事
項
及
び
そ
の
変
更
に
関
す
る
記
録
（
同
号
ト
に
規
定
す
る
必
要
な
措
置
に
係

［
新
設
］

る
も
の
に
限
る
。
）

［
四

略
］

［
四

同
上
］

２

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
は
、
当
該
帳
簿
書
類
に
係
る
電
子
証
明
書
の
有
効
期
間

２

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
は
、
当
該
帳
簿
書
類
に
係
る
電
子
証
明
書
の
有
効
期
間

の
満
了
日
（
利
用
の
申
込
み
に
対
す
る
承
諾
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
決
定
の

の
満
了
日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
）
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
３
～
５

略
］

［
３
～
５

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
十
五
号
ト
の
改
正
規
定
及
び
第
十
二
条
第
一
項

第
三
号
に
ヘ
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
さ
れ
た
電
子
署

名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
認
定
又
は
同
法
第
七
条
第
一
項
の
認
定
の
更
新
の
申
請
で
あ
っ

て
、
一
部
施
行
日
に
お
い
て
認
定
又
は
認
定
の
更
新
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の

こ
れ
ら
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

一
部
施
行
日
に
お
い
て
現
に
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
認
定
又
は
同
法
第
七
条

第
一
項
の
認
定
の
更
新
を
受
け
て
い
る
認
証
業
務
に
つ
い
て
は
、
一
部
施
行
日
か
ら
令
和
八
年
六
月
三
十
日
ま
で
の

間
（
当
該
期
間
内
に
、
同
項
の
認
定
の
更
新
の
申
請
を
し
、
か
つ
、
当
該
認
定
の
更
新
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該

認
定
の
更
新
の
日
ま
で
の
間
）
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


